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【告示】

番 号 表 題 担当課名

１７７ 歳入の徴収の事務を私人に委託した件 スポーツ振興課

１７８ 生活保護法の規定による医療機関を指定し 国保・自立支援課

た件

１７９ 生活保護法の規定による指定医療機関から 同

名称の変更について届出があった件

１８０ 生活保護法の規定による指定医療機関から 同

所在地の変更について届出があった件

１８１ 生活保護法の規定による指定医療機関から 同

廃止について届出があった件

１８２ 生活保護法の規定による指定医療機関から 同

休止について届出があった件

１８３ 生活保護法の規定による指定医療機関から 同

再開について届出があった件

１８４ 生活保護法の規定による指定医療機関の辞 同

退があった件

１８５ 生活保護法の規定による介護機関を指定し 同

た件

１８６ 生活保護法の規定による指定介護機関から 同

指定に係る事業所の所在地の変更について

届出があった件



【告示】

番 号 表 題 担当課名

１８７ 生活保護法の規定による指定介護機関から 同

廃止について届出があった件

１８８ 生活保護法の規定による指定介護機関から 同

休止について届出があった件

１８９ 生活保護法の規定による施術機関を指定し 同

た件

１９０ 同 同

１９１ 生活保護法の規定による指定施術機関から 同

廃止について届出があった件

【選挙管理委員会告示】

番 号 表 題 担当課名

６０ 地方自治法の規定による条例の制定又は改

廃の請求及び監査の請求をする場合の県議

会議員及び知事の選挙権を有する者の５０

分の１の数を告示する件

６１ 地方自治法の規定による県議会の解散の請

求、知事の解職の請求及び主要公務員の解

職の請求をする場合の県議会議員及び知事

の選挙権を有する者の総数のうち４０万を

超える数に６分の１を乗じて得た数と４０

万に３分の１を乗じて得た数とを合算して

得た数を告示する件

６２ 地方自治法の規定による県議会議員の解職

の請求をする場合の各選挙区における県議

会議員の選挙権を有する者の３分の１の数

を告示する件

６３ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律

の規定による県教育委員会の教育長又は委

員の解職の請求をする場合の知事の選挙権

を有する者の総数のうち４０万を超える数

に６分の１を乗じて得た数と４０万に３分

の１を乗じて得た数とを合算して得た数を

告示する件



徳
島
県
告
示
第
百
七
十
七
号

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
令

和
五
年
四
月
一
日
次
の
事
務
を
公
益
財
団
法
人
徳
島
県
ス
ポ
ー
ツ
協
会
に
委
託
し
た
。

令
和
五
年
四
月
二
十
五
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

徳
島
県
都
市
公
園
条
例
（
昭
和
三
十
三
年
徳
島
県
条
例
第
二
十
号
）
第
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る

使
用
料
（
徳
島
県
蔵
本
公
園
（
駐
車
場
を
除
く
。
）
及
び
徳
島
県
鳴
門
総
合
運
動
公
園
の
有
料
公
園
施

設
等
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
徴
収
の
事
務

二

徳
島
県
立
中
央
武
道
館
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
六
十
三
年
徳
島
県
条
例
第
二
十
六

号
）
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
使
用
料
の
徴
収
の
事
務



徳
島
県
告
示
第
百
七
十
八
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
機
関
と
し

て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
五
年
四
月
二
十
五
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

名

称

所

在

地

開

設

者

指
定
年
月
日

キ
リ
ン
堂
薬
局
小
松
島
店

小
松
島
市
中
田
町
字
原
ノ
下
二
―

株
式
会
社
キ
リ
ン
堂

令
和
四
年
七
月

一

一
日

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

板
野
郡
北
島
町
中
村
字
岸
ノ
上
一

株
式
会
社
Ｐ
Ｏ
Ｌ
Ｉ
Ｔ

同

ウ
ォ
ー
ム
ス

―
二
一
五

Ｅ
Ｗ
Ｏ
Ｒ
Ｋ

ト
マ
ト
調
剤
薬
局
勝
浦
店

勝
浦
郡
勝
浦
町
大
字
棚
野
字
鴻
畑

株
式
会
社
徳
島
共
和
薬

同

一
八
―
四

品

四
日

ス
マ
イ
ル
調
剤
薬
局
和
田

徳
島
市
国
府
町
和
田
字
原
淵
六
七

株
式
会
社
ス
マ
イ
ル

同

店

―
一

十
五
日

川
内
内
科

同

医
療
法
人
川
内
内
科

同十
八
日

あ
い
ざ
と
蔵
本
ク
リ
ニ
ッ

同

蔵
本
元
町
二
丁
目
四
〇
―

社
会
医
療
法
人
あ
い
ざ

同

ク

一

と
会

十
九
日

あ
り
す
調
剤
薬
局
蔵
本
元

同

四
〇
―

有
限
会
社
ａ
ｄ
ｄ

同

町
店

七

コ
ス
モ
ス
調
剤
薬
局

同

助
任
本
町
三
丁
目
二
一
―

山
川

伸
治

同

八
月

一

一
日

ひ
か
り
漢
方
薬
局

同

北
島
田
町
一
丁
目
一
四
五

株
式
会
社
ナ
ー
シ
ー
ズ

同

あ
い
ざ
と
蔵
本
訪
問
看
護

同

蔵
本
元
町
二
丁
目
四
〇
―

社
会
医
療
法
人
あ
い
ざ

同

ス
テ
ー
シ
ョ
ン

一

と
会

助
任
診
療
所

同

助
任
本
町
三
丁
目
二
三

医
療
法
人
正
和
会

同十
六
日



吉
田
医
院

同

新
内
町
一
丁
目
一
八

吉
田

卓
弘

同二
十
六
日

た
な
か
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

同

南
島
田
町
二
丁
目
九
六
―

田
中

貴
大

同

九
月

一

一
日

か
な
が
わ
歯
科
ク
リ
ニ
ッ

板
野
郡
松
茂
町
笹
木
野
字
八
北
開

金
川

正
男

同

ク

拓
二
一
三

Ｔ
Ａ
Ｏ
Ｋ
Ａ

ｄ
ｅ
ｎ
ｔ

三
好
市
池
田
町
ウ
エ
ノ
三
一
〇
二

田
岡

勢
一
朗

同

ａ
ｌ

ｃ
ｌ
ｉ
ｎ
ｉ
ｃ

―
四

二
日

ス
リ
ジ
エ
子
ど
も
と
大
人

徳
島
市
北
田
宮
二
丁
目
七
―
七
二

川
原

和
彦

同

の
ク
リ
ニ
ッ
ク

十
二
日

あ
り
す
調
剤
薬
局
南
島
田

同

南
島
田
町
二
丁
目
九
七
―

有
限
会
社
ａ
ｄ
ｄ

同

店

七

十
三
日

合
同
会
社
ウ
ィ
ズ
訪
問
看

同

北
田
宮
四
丁
目
一
〇
―
四

合
同
会
社
ウ
ィ
ズ
訪
問

同

護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

三

ク
レ
セ
ン
ト
一
〇
三

看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

二
十
二
日

よ
し
も
と
形
成
外
科
ク
リ

同

南
庄
町
三
丁
目
一
二
―
六

医
療
法
人
聖
生
会

同

十
月

ニ
ッ
ク

一
日

そ
よ
か
ぜ
薬
局

同

下
助
任
町
四
丁
目
五
七
―

一
般
社
団
法
人
と
く
し

同

二

ま
健
康
サ
ポ
ー
ト

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

板
野
郡
藍
住
町
矢
上
字
安
任
一
三

社
会
医
療
法
人
凌
雲
会

同

昴

七
―
一

な
な
い
ろ
な
ん
ぶ
訪
問
看

阿
南
市
羽
ノ
浦
町
中
庄
中
屋
二
一

合
同
会
社
ア
ル
コ
バ
レ

同

護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

―
一
二

ー
ノ

加
地
薬
局
眉
山
店

徳
島
市
大
道
二
丁
目
三
六

株
式
会
社
グ
ラ
ン
ド
プ

同

ラ
ス

九
日

な
か
が
わ
耳
鼻
咽
喉
科
ク

鳴
門
市
撫
養
町
大
桑
島
字
北
ノ
浜

医
療
法
人
鳴
幸
会

同

十
一

リ
ニ
ッ
ク

六
三

月
一
日



末
広
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ

徳
島
市
南
末
広
町
一
―
一
二

医
療
法
人
い
ち
え
会

同

十
二

ョ
ン

月
一
日

隆
成
堂
調
剤
薬
局

同

蔵
本
町
二
丁
目
二
〇

株
式
会
社
レ
イ
ル

同
十
日

え
が
ふ
る
訪
問
看
護
ス
テ

同

北
沖
洲
一
丁
目
二
―
一
四

え
が
ふ
る
株
式
会
社

同

ー
シ
ョ
ン

二
十
七
日

徳
島
ロ
イ
ヤ
ル
病
院

小
松
島
市
中
田
町
字
新
開
四
八

医
療
法
人
メ
デ
ィ
カ
ル

令
和
五
年
一
月

ケ
ア

一
日

ア
イ
調
剤
薬
局
川
内
店

徳
島
市
川
内
町
平
石
住
吉
三
二
〇

株
式
会
社
ボ
ン
ア
ー
ム

同

―
一

近
藤
整
形
外
科

同

富
田
浜
二
丁
目
一
二
―
二

近
藤

健
二

同四
日

東
山
歯
科
医
院

同

北
矢
三
町
三
丁
目
二
―
五

医
療
法
人
東
山
歯
科
医

同

一
―
五

院

二
十
七
日

キ
リ
ン
堂
薬
局
昭
和
店

同

昭
和
町
五
丁
目
二
三

株
式
会
社
キ
リ
ン
堂

同

二
月

一
日

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

同

丈
六
町
小
谷
四
六
―
一

医
療
法
人
青
樹
会

同

三
月

き
ず
な

一
日

田
岡
病
院
訪
問
看
護
ス
テ

同

万
代
町
四
丁
目
二
―
二

医
療
法
人
倚
山
会

同

ー
シ
ョ
ン

ア
イ
ラ
薬
局

同

助
任
橋
四
丁
目
一
三
―
三

ア
イ
ラ
ン
ド
薬
品
株
式

同

会
社

十
日



徳
島
県
告
示
第
百
七
十
九
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
医
療
機

関
の
名
称
の
変
更
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
五
年
四
月
二
十
五
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

名

称

所

在

地

開

設

者

変
更
年
月
日

旧

新

ご
う
た
歯
科

キ
ー
ス
お
と
な

板
野
郡
北
島
町
中
村
字

医
療
法
人
芯
聖
会

令
和
四
年
十
二

こ
ど
も
歯
科
北

本
須
九
二
―
一
一

月
一
日

島

さ
く
ら
ん
ぼ
薬

住
吉
さ
く
ら
ん

徳
島
市
住
吉
一
丁
目
九

株
式
会
社
グ
ロ
ー
バ

令
和
五
年
一
月

局

ぼ
薬
局

―
三
二

ル
・
ア
シ
ス
ト

一
日



徳
島
県
告
示
第
百
八
十
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
医
療
機

関
の
所
在
地
の
変
更
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
五
年
四
月
二
十
五
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

所

在

地

名

称

開

設

者

変
更
年
月
日

旧

新

西
部
健
生
訪
問
看
護

三
好
市
井
川
町
吉
岡
一

三
好
市
井
川
町
吉
岡
一

徳
島
健
康
生

令
和
四
年
五
月

ス
テ
ー
シ
ョ
ン

六
一
―
一

二
七
―
二

活
協
同
組
合

二
十
三
日

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ

徳
島
市
蔵
本
元
町
一
丁

徳
島
市
南
庄
町
一
丁
目

株
式
会
社
さ

同

七
月

ョ
ン
れ
ん
げ
草

目
五

一
六
―
三

よ
な
き

一
日

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ

鳴
門
市
撫
養
町
小
桑
島

鳴
門
市
撫
養
町
小
桑
島

社
会
福
祉
法

同

ョ
ン
ス
マ
イ
ル

字
前
浜
一
七
九
―
九

字
前
浜
一
五
六
―
一

人
小
渦
会

グ
ラ
ン
ド
ー
ル
濱
口
二

〇
三

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ

徳
島
市
北
矢
三
町
三
丁

徳
島
市
春
日
二
丁
目
七

株
式
会
社
凛

同

十
一

ョ
ン
そ
わ
か

目
二
―
七
〇
―
二
五

―
三
二

月
一
日

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ

鳴
門
市
撫
養
町
立
岩
字

板
野
郡
北
島
町
中
村
字

株
式
会
社
彩

令
和
五
年
一
月

ョ
ン
彩
都

七
枚
五
八

岸
ノ
上
一
―
二
三
六

都

一
日

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ

徳
島
市
名
東
町
三
丁
目

徳
島
市
鮎
喰
町
二
丁
目

株
式
会
社
カ

同

三
月

ョ
ン
ｃ
ｕ
ｄ
ｄ
ｌ
ｅ

四
一

○
福
ビ
ル
一
〇

三
〇
―
四

ド
ル

一
日

三

な
ず
な
訪
問
看
護
ス

同

蔵
本
町
二
丁
目

同

山
城
町
西
浜
傍

リ
ヴ
・
フ
リ

同

テ
ー
シ
ョ
ン

一
一

ダ
イ
バ
ー
シ
テ

示
一
六
一
―
二

シ
テ

ー
リ
ー
株
式

ィ
ビ
ル
二
〇
五

ィ
メ
ゾ
ン
フ
ェ
ニ
ッ
ク

会
社

ス
一
〇
三



徳
島
県
告
示
第
百
八
十
一
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
医
療
機

関
の
廃
止
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
五
年
四
月
二
十
五
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

名

称

所

在

地

開

設

者

廃
止
年
月
日

多
田
ク
リ
ニ
ッ
ク
八
千
代
診

美
馬
郡
つ
る
ぎ
町
半
田
字
日
開
野

医
療
法
人
多
田
ク
リ

令
和
四
年
六
月

療
所

一
九
八
―
一

ニ
ッ
ク

三
十
日

ト
マ
ト
調
剤
薬
局
勝
浦
店

勝
浦
郡
勝
浦
町
大
字
棚
野
字
鍛
冶

株
式
会
社
徳
島
共
和

同

七
月

地
八
―
二

薬
品

三
日

あ
い
ざ
と
パ
テ
ィ
オ
ク
リ
ニ

徳
島
市
蔵
本
町
二
丁
目
三
〇
―
一

社
会
医
療
法
人
あ
い

同

ッ
ク

ざ
と
会

十
八
日

コ
ス
モ
ス
調
剤
薬
局

同

助
任
本
町
三
丁
目
二
〇
―

山
川

伸
治

同

二

三
十
一
日

ひ
か
り
漢
方
薬
局

同

北
島
田
町
一
丁
目
一
四
五

有
限
会
社
四
国
メ
デ

同

ィ
カ
ル
サ
ポ
ー
ト

助
任
診
療
所

同

助
任
本
町
三
丁
目
二
〇

医
療
法
人
正
和
会

同

八
月

十
五
日

田
中
医
院

同

中
島
田
町
二
丁
目
六
―
三

田
中

幸
博

同三
十
一
日

国
見
歯
科
医
院

板
野
郡
藍
住
町
奥
野
字
矢
上
前
八

国
見

正
治

同

五
―
一
三

浜
中
内
科
医
院

鳴
門
市
撫
養
町
弁
財
天
字
ハ
マ
一

濵
中

正
明

同

九
月

一
―
六
八

二
十
六
日

よ
し
も
と
形
成
外
科
ク
リ
ニ

徳
島
市
南
庄
町
三
丁
目
一
二
―
六

吉
本

聖

同

ッ
ク

三
十
日

そ
よ
か
ぜ
薬
局

同

北
前
川
町
四
丁
目
一
一
―

一
般
社
団
法
人
と
く

同

二

し
ま
健
康
サ
ポ
ー
ト



日
本
調
剤
蔵
本
薬
局

同

蔵
本
町
二
丁
目
二
〇
―
一

日
本
調
剤
株
式
会
社

同

ハ
ー
ト
調
剤
薬
局
松
茂
店

板
野
郡
松
茂
町
広
島
字
中
ハ
リ
一

株
式
会
社
共
生
バ
ッ

同

―
一
―
一
〇
一

ク
ア
ッ
プ
シ
ス
テ
ム

森
本
整
形
外
科

徳
島
市
津
田
本
町
四
丁
目
二
―
三

医
療
法
人
森
本
整
形

同

十
月

一

外
科

一
日

加
地
薬
局
眉
山
店

同

幟
町
二
丁
目
二
五

株
式
会
社
グ
ラ
ン
ド

同

プ
ラ
ス

八
日

猪
子
歯
科
医
院

同

か
ち
ど
き
橋
二
丁
目
二
七

猪
子

壽
次

同

―
一

佐
藤
ビ
ル
二
Ｆ

二
十
一
日

豊
田
歯
科
医
院

同

国
府
町
府
中
四
六
―
二

豊
田

泰
明

同二
十
四
日

な
か
が
わ
耳
鼻
咽
喉
科
ク
リ

鳴
門
市
撫
養
町
大
桑
島
字
北
ノ
浜

中
川

英
幸

同

ニ
ッ
ク

六
三

三
十
一
日

フ
ァ
ー
マ
シ
ア
コ
ス
モ
ス
薬

吉
野
川
市
鴨
島
町
上
下
島
字
松
元

有
限
会
社
マ
リ
コ
ー

同

局
鴨
島
店

四
三
一
―
二

ポ
レ
ー
シ
ョ
ン

ア
ル
フ
ァ
薬
局
北
佐
古

徳
島
市
北
佐
古
一
番
町
一
―
三
二

株
式
会
社
セ
ガ
フ
ァ

同

十
一

―
七

ー
マ

月
三
十
日

筒
井
歯
科
医
院

同

沖
浜
東
三
丁
目
四
七
―
一

筒
井

英
士

同

十
二

月
一
日

高
橋
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

阿
南
市
羽
ノ
浦
町
宮
倉
前
田
三
―

医
療
法
人
高
橋
内
科

同

七

ク
リ
ニ
ッ
ク

隆
成
堂
調
剤
薬
局

徳
島
市
蔵
本
町
二
丁
目
二
〇

株
式
会
社
レ
イ
ル

同
九
日

ト
マ
ト
調
剤
薬
局
羽
ノ
浦
店

阿
南
市
羽
ノ
浦
町
宮
倉
前
田
二
―

レ
リ
ー
プ
株
式
会
社

同

六

十
七
日

宮
井
歯
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

徳
島
市
中
通
町
二
丁
目
一
八
―
一

宮
井

義
博

同



二
十
六
日

徳
島
ロ
イ
ヤ
ル
病
院

小
松
島
市
中
田
町
字
新
開
四
八

桝
田

勝
仁

同
三
十
一
日

高
橋
小
児
科

徳
島
市
中
島
田
町
二
丁
目
六
〇
―

高
橋

洋
三

同

四

秦
産
婦
人
科
内
科

板
野
郡
藍
住
町
徳
命
字
元
村
一
四

秦

准
也

同

〇
―
二

ア
イ
調
剤
薬
局
川
内
店

徳
島
市
川
内
町
平
石
住
吉
三
二
〇

Ｄ
Ａ
Ｇ
Ｕ
株
式
会
社

同

―
一

山
田
歯
科
医
院

板
野
郡
松
茂
町
広
島
字
南
川
三
九

山
田

篤
宣

令
和
五
年
一
月

―
五

十
日

ト
ビ
ウ
メ
歯
科

同

藍
住
町
矢
上
字
西
四
二
―

医
療
法
人
東
雲
会

同

七

二
十
一
日

東
山
歯
科
医
院

徳
島
市
北
矢
三
町
三
丁
目
三
―
二

医
療
法
人
東
山
歯
科

同

〇

医
院

二
十
六
日

ぐ
ん
も
調
剤
薬
局
日
赤
店

小
松
島
市
小
松
島
町
字
井
利
ノ
口

有
限
会
社
郡
茂
薬
局

同

一
〇
四

三
十
一
日

山
田
外
科
内
科

板
野
郡
北
島
町
新
喜
来
字
南
古
田

医
療
法
人
山
田
会

同

二
月

九
三
―
三

二
十
日

宏
生
内
科

徳
島
市
東
吉
野
町
一
丁
目
三
九
―

医
療
法
人
宏
生
内
科

同

五

二
十
八
日

佐
々
木
ク
リ
ニ
ッ
ク

同

一
宮
町
東
丁
二
〇
五

医
療
法
人
佐
々
木
ク

同

リ
ニ
ッ
ク

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
き

同

丈
六
町
小
谷
四
六
―
一

社
会
福
祉
法
人
圭
和

同

ず
な

会



徳
島
県
告
示
第
百
八
十
二
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
医
療
機

関
の
休
止
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
五
年
四
月
二
十
五
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

名

称

所

在

地

開

設

者

休
止
年
月
日

凌
雲
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ

板
野
郡
藍
住
町
矢
上
字
安
任
一
五

社
会
福
祉
法
人
凌
雲

令
和
四
年
九
月

ン

六
―
一

福
祉
会

三
十
日



徳
島
県
告
示
第
百
八
十
三
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
医
療
機

関
の
再
開
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
五
年
四
月
二
十
五
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

名

称

所

在

地

開

設

者

再
開
年
月
日

杏
和
医
院

吉
野
川
市
鴨
島
町
西
麻
植
字
麻
植

医
療
法
人
杏
和
医
院

令
和
四
年
九
月

市
四
〇
―
六

一
日



徳
島
県
告
示
第
百
八
十
四
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
指
定
医
療
機
関
の
辞
退
が
あ
っ
た
。

令
和
五
年
四
月
二
十
五
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

名

称

所

在

地

開

設

者

辞
退
年
月
日

き
は
ら
耳
鼻
咽
喉
科
医
院

板
野
郡
藍
住
町
乙
瀬
字
中
田
六
五

医
療
法
人
き
は
ら
耳

令
和
四
年
十
月

―
一

鼻
咽
喉
科
医
院

三
十
一
日



徳
島
県
告
示
第
百
八
十
五
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
介
護
機
関
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
五
年
四
月
二
十
五
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

主
た
る
事
務
所
の

指
定
に
係
る

指

定

に

係

る

名

称

事
業
の
種
類

指
定
年
月
日

所

在

地

事
業
所
の
名
称

事
業
所
の
所
在
地

有
限
会
社
サ
ン
コ
ー
フ

美
馬
市
脇
町
大
字
脇
町

サ
ン
コ
ー
薬
局
羅
漢
店

板
野
郡
板
野
町
羅
漢
字

居
宅
療
養
管
理
指
導

令
和
四
年
二
月

ァ
ー
マ
シ
ー

七
一
四
―
一

前
田
五
八
―
一

介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導

一
日

医
療
法
人
城
東
外
科

徳
島
市
福
島
一
丁
目
六

城
東
整
形
外
科
内
科

徳
島
市
福
島
一
丁
目
六

通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

同

六
月

―
五
八

―
五
八

介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

一
日

郡

太
郎

同

新
浜
本
町
一
丁

こ
お
り
ク
リ
ニ
ッ
ク

同

新
浜
本
町
一
丁

訪
問
看
護

同

八
月

目
七
―
六
六

目
七
―
六
六

居
宅
療
養
管
理
指
導

一
日

通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

介
護
予
防
訪
問
看
護

介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導

介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

医
療
法
人
成
悠
会

小
松
島
市
中
田
町
字
狭

南
徳
島
ク
リ
ニ
ッ
ク

小
松
島
市
中
田
町
字
狭

訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

令
和
五
年
一
月

間
四
七

間
四
七

居
宅
療
養
管
理
指
導

五
日

通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

介
護
予
防
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導

介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン



徳
島
県
告
示
第
百
八
十
六
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
介
護
機

関
の
指
定
に
係
る
事
業
所
の
所
在
地
の
変
更
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
五
年
四
月
二
十
五
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

主
た
る
事
務
所
の

指
定
に
係
る

指
定
に
係
る
事
業
所
の
所
在
地

名

称

事
業
の
種
類

変
更
年
月
日

所

在

地

事
業
所
の
名
称

旧

新

特
定
非
営
利

吉
野
川
市
山
川
町
湯

特
定
非
営
利
活
動
法

吉
野
川
市
山
川
町
川
田

吉
野
川
市
山
川
町
湯
立

訪
問
介
護

令
和
二
年
五
月
二
十
七

活
動
法
人
ハ

立
三
二
〇
―
五

人
ハ
ー
ト
こ
あ
ら

一
三
八
七
―
四

三
二
〇
―
五

介
護
予
防
訪
問
介
護

日

ー
ト
こ
あ
ら

株
式
会
社
さ

阿
波
市
吉
野
町
西
条

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ

徳
島
市
蔵
本
元
町
一
丁

徳
島
市
南
庄
町
一
丁
目

訪
問
看
護

令
和
四
年
七
月
一
日

よ
な
き

字
地
免
一
六
九

ョ
ン
れ
ん
げ
草

目
五

一
六
―
三

介
護
予
防
訪
問
看
護

社
会
福
祉
法

鳴
門
市
瀬
戸
町
堂
浦

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ

鳴
門
市
撫
養
町
小
桑
島

鳴
門
市
撫
養
町
小
桑
島

同

同

人
小
渦
会

字
阿
波
井
五
七

ョ
ン
ス
マ
イ
ル

字
前
浜
一
七
九
―
九

字
前
浜
一
五
六
―
一

グ
ラ
ン
ド
ー
ル
濱
口
二

〇
三



徳
島
県
告
示
第
百
八
十
七
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
介
護
機

関
の
廃
止
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
五
年
四
月
二
十
五
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

指
定

に
係

る

指

定

に

係

る

名

称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

事
業
の
種
類

廃
止
年
月
日

事
業
所
の
名
称

事
業
所
の
所
在
地

公
益
社
団
法
人
徳
島
県

徳
島
市
北
田
宮
一
丁
目
三
二

公
益
社
団
法
人
徳

美
馬
郡
つ
る
ぎ
町
半
田
字
中

訪
問
看
護

令
和
四
年
三
月

看
護
協
会

九
―
一
八

島
県
看
護
協
会
訪

藪
二
三
四
―
一

介
護
予
防
訪
問
看
護

三
十
一
日

問
看
護
ス
テ
ー
シ

ョ
ン
半
田

株
式
会
社
ほ
の
か

同

西
二
軒
屋
町
二
丁
目

指
定
居
宅
介
護
サ

徳
島
市
西
二
軒
屋
町
二
丁
目

訪
問
介
護

同

八
月

三
九

ー
ビ
ス
ほ
の
か

三
九

介
護
予
防
訪
問
介
護

三
十
一
日



徳
島
県
告
示
第
百
八
十
八
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
介
護
機

関
の
休
止
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
五
年
四
月
二
十
五
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

指
定

に
係

る

指

定

に

係

る

名

称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

事
業
の
種
類

休
止
年
月
日

事
業
所
の
名
称

事
業
所
の
所
在
地

社
会
福
祉
法
人
凌
雲

板
野
郡
藍
住
町
矢
上
字
安

凌
雲
訪
問
看
護
ス
テ
ー

板
野
郡
藍
住
町
矢
上
字
安
任
一

訪
問
看
護

令
和
四
年
九
月

福
祉
会

任
一
五
六
―
一

シ
ョ
ン

五
六
―
一

介
護
予
防
訪
問
看
護

三
十
日



徳
島
県
告
示
第
百
八
十
九
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
施
術
機

関
と
し
て
、
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
五
年
四
月
二
十
五
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

施
術
者
の
氏
名

施
術
所
の
名
称

施
術
所
の
所
在
地

指
定
年
月
日

乙
黒

喜
光

杏
林
堂
接
骨
院

板
野
郡
松
茂
町
広
島
字
東
裏
一
三

令
和
五
年
二
月

―
一
五

一
日

山
口

哲
生

の
び
る
整
骨
院

鳴
門
市
大
麻
町
市
場
字
大
道
四
二

同

三
月

―
五

一
日

山
村

颯

や
ま
む
ら
接
骨
院

板
野
郡
藍
住
町
奥
野
字
乾
一
三
一

同

―
一

二
日



徳
島
県
告
示
第
百
九
十
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
施
術
機

関
と
し
て
、
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
五
年
四
月
二
十
五
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

施
術
者
の
氏
名

施
術
者
の
住
所

指
定
年
月
日

岡
田

勝

阿
波
市
土
成
町
成
当
一
六
八
―
三

令
和
四
年
八
月
二
十
三
日

杉
本

洋
子

徳
島
市
上
八
万
町
西
山
一
七
九
六

同

十
一
月
十
一
日



徳
島
県
告
示
第
百
九
十
一
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
施
術
機
関
の
廃
止
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
五
年
四
月
二
十
五
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

施
術
者
の
氏
名

施
術
所
の
名
称

施
術
所
の
所
在
地

廃
止
年
月
日

黒
田

幸
太
郎

黒
田
整
骨
院

阿
南
市
津
乃
峰
町
戎
山
一
一
九
―

令
和
四
年
十
月

二
三

三
十
日



徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
十
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
条
例
の
制
定

又
は
改
廃
の
請
求
及
び
同
法
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
監
査
の
請
求
を
す
る
場
合
の
県
議
会
議

員
及
び
知
事
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
五
十
分
の
一
の
数
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
五
年
四
月
二
十
五
日

徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

中

田

丑

五

郎

一
二
、
二
八
八
人



徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
十
一
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県
議
会
の
解

散
の
請
求
、
同
法
第
八
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
知
事
の
解
職
の
請
求
及
び
同
法
第
八
十
六
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
主
要
公
務
員
の
解
職
の
請
求
を
す
る
場
合
の
県
議
会
議
員
及
び
知
事
の
選
挙
権
を
有
す

る
者
の
総
数
の
う
ち
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ

て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
五
年
四
月
二
十
五
日

徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

中

田

丑

五

郎

一
六
九
、
〇
六
〇
人



徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
十
二
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
八
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県
議
会
議
員
の

解
職
の
請
求
を
す
る
場
合
の
各
選
挙
区
に
お
け
る
県
議
会
議
員
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
三
分
の
一
の
数

は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
五
年
四
月
二
十
五
日

徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

中

田

丑

五

郎

選

挙

区

名

数

徳

島

七
〇
、
七
九
六
人

小
松
島
・
勝
浦

一
二
、
三
一
二
人

阿

波

一
〇
、
一
七
七
人

名

西

八
、
五
二
六
人

那

賀

二
、
二
五
一
人

海

部

五
、
四
八
三
人

板

野

二
七
、
二
三
九
人



徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
十
三
号

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
八
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
県
教
育
委
員
会
の
教
育
長
又
は
委
員
の
解
職
の
請
求
を
す
る
場
合
の
知
事
の
選
挙
権

を
有
す
る
者
の
総
数
の
う
ち
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一

を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
五
年
四
月
二
十
五
日

徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

中

田

丑

五

郎

一
六
九
、
〇
六
〇
人
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